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H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

合計 6.5 6.6 6.7 6.7 6.6 6.5 6.7 6.5 5.9 5.8 5.7 5.5 5.4 5.4 6.0 5.8 6.7 6.0 6.0 6.1 6.3

その他 1.7 1.7 1.7 1.8 1.6 1.5 1.6 1.6 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4

一般財源 4.3 4.4 4.5 4.4 4.5 4.4 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.1 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.0 4.2 4.3 4.4

国庫支出金 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.8 0.5 1.2 0.6 0.5 0.5 0.5

6.5 6.6 6.7 6.7 6.6 6.5 6.7 6.5
5.9 5.8 5.7 5.5 5.4 5.4

6.0 5.8
6.7

6.0 6.0 6.1 6.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0（兆円）

衛生費の財源内訳（都道府県と市町村の純計）
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H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

合計 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.9 1.7 2.5 1.9 1.7 1.7 1.8

その他 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4 0.4 0.5

一般財源 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0

国庫支出金 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.6 0.4 1.0 0.4 0.3 0.3 0.3

2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
1.9 1.7

2.5
1.9 1.7 1.7 1.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0（兆円）

衛生費の財源内訳（都道府県）
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H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

合計 4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.2 5.0 4.5 4.4 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.5 4.4 4.4 4.7 4.7

その他 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.1

一般財源 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4

国庫支出金 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

4.6 4.7 4.8 4.9 4.9 5.0 5.2 5.0
4.5 4.4 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.5 4.4 4.4 4.7 4.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0（兆円）

衛生費の財源内訳（市町村）



地方向け補助金等の全体像
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・

高齢者医療

5.6

公共事業　2.7

社会資本整備
総合交付金等

1.9

その他
1.0市町村国保

2.6

介護保険

2.7

生活保護

2.9 1.51.5

子ども・子育て支援

2.5

義務教育

0.4

社　会　保　障　　18.9 文教・科学振興　2.2

0.4 1.5 2.0

2.1

社　会　保　障　　18.1 文教・科学振興　2.2 公共事業　2.8

0.7 0.4 1.5 2.1

社　会　保　障　　17.4 文教・科学振興　2.2 公共事業　2.7

復興特会

0.8

義務教育
社会資本整備
総合交付金等

5.5 2.9 2.6 2.5 2.3 1.4

社　会　保　障　　18.4 文教・科学振興　2.2 公共事業　2.8

その他
1.0

復興特会
1.3

高齢者医療 生活保護 介護保険 市町村国保 子ども・子育て支援

1.3 0.4 1.5

子ども・子育て支援 義務教育
社会資本整備
総合交付金等

5.5 2.9 2.5 2.5 2.2

その他
1.0

復興特会
1.5

高齢者医療 生活保護 介護保険 市町村国保

義務教育
社会資本整備
総合交付金等

5.3 2.9 2.5 2.3 1.4 1.3

その他
1.0

復興特会
1.5

高齢者医療 生活保護 介護保険 市町村国保 児童手当

社　会　保　障 文教・科学振興 公 共 事 業 その他

10.5 3.4 5.4 1.1

20.4兆円《平成14年度》

高校無償化

東日本大震災復

興交付金0.4

《平成26年度》
一般会計 18.7兆円

特別会計 2.3兆円

21.0兆円

一般会計 21.4兆円

特別会計 3.3兆円

24.7兆円

東日本大震災

復興交付金0.05

障害者

支援

高校無償化

《平成27年度》
一般会計 18.7兆円

特別会計 2.3兆円

21.0兆円

一般会計 22.2兆円

特別会計 3.5兆円

25.7兆円

障害者

支援

保育所運営

費等

東日本大震災復

興交付金0.3

高校無償化

《平成28年度》
一般会計 18.7兆円

特別会計 2.3兆円

21.0兆円

一般会計 22.5兆円

特別会計 3.2兆円

25.7兆円

障害者

支援

東日本大震災

復興交付金0.1
高校無償化

一般会計 23.0兆円

特別会計 2.7兆円

25.7兆円

障害者支援

《平成29年度》

※ 総務省推計
※ 精査の結果、数値に異動が生じることがある
※ 端数処理の結果、各区分の積み上げと合計が一致しない箇所がある



施設等

◎ 後期高齢者医療制度（高齢者医療確保法において地方負担を規定）

高齢者保険料10% 後期高齢者支援金（若年者の保険料）4２%

都道府県8% 市町村8%

国 ３２%

◎ 生活保護（生活保護法において地方負担を規定）

国 ３／４

・ 児童扶養手当（児童扶養手当法において地方負担を規定）

国１／３ ２／３

◎ 障害者自立支援（障害者総合支援法において地方負担を規定）

◎ 子ども・子育て支援

国１／２ 都道府県
1/4

市町村
1/4

・ 児童手当（児童手当法において地方負担を規定）

◎ 国民健康保険制度（国民健康保険法において地方負担を規定）

保険料 ５０％

国 ４１％ 都道府県９％

都道府県
12.5%

◎ 介護保険制度（介護保険法において地方負担を規定）

国 ２５％

第１号保険料(65歳以上)２２％ 第２号保険料(40～64歳)２８％

国 ２０％

市町村
12.5%

市町村
12.5%都道府県17.5%

居 宅

都道府県、市、福祉
事務所設置町村

主な社会保障制度の財源負担のイメージ

国２／３ 都道府県
1/6

市町村
1/6

※ 事業主負担0.2兆円を含む。

〔私立分〕

（2.2兆円※１）･･･① （0.7兆円）･･･②

国 １／２ 市町村
１／４

都道府県
１／４

都道府県、市、福祉
事務所設置町村

１／４

・ 保育所運営費（子ども・子育て支援法において地方負担を規定）
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○ この他、児童擁護施設等に係る負担がある（国0.1兆円、地方0.1兆円）･･･④

 国方：①、③、④を合わせると、2.6兆円
 地方：②、③を合わせると、 1.4兆円

（4.9兆円）･･･①
（2.4兆円）･･･②

※ この他、財政安定化基金への積立分がある（国0.01兆円、地方0.01兆円）･･⑤

（2.3兆円）
･･･①

（2.7兆円）
･･･②

 国方：①、③、④、⑤を合わせると、5.6兆円
 地方：②、③、⑤を合わせると、 2.8兆円

※ この他、地域支援事業に係る負担がある（国0.2兆円、地方0.2兆円）･･⑤

 国方：①、③、④、⑤を合わせると、2.7兆円
 地方：②、③、⑤を合わせると、 2.8兆円

（2.9兆円）

（0.8兆円）･･･① （0.8兆円）

（1.4兆円※）･･･②
（0.6兆円）

（0.2兆円）･･･③

（1.5兆円）（1.5兆円）

※図中の数値は平成29年度予算額
※端数処理の結果、合計と内訳が一致しない場合がある。

（1.0兆円）

（0.4兆円）

※ この他、新制度における財政安定化基金の造成分がある（国0.2兆円）･･･④

 国：①～④を合わせると、2.5兆円

低所得者への保険料軽減や高額医療費に対する
公費支援等含む（国0.2兆円、地方0.8兆円）･･･③

低所得者への保険料軽減や高額
医療費に対する公費支援含む
（国0.1兆円、地方0.4兆円）･･③

国保が負担する後期高齢者支援金に係る
国庫負担含む（国0.7兆円）･･④

低所得者への保険料軽減に対する
公費支援含む
（国0.01兆円、地方0.01兆円）･･③

国保が負担する介護納付金に係る国庫負担
含む（国0.3兆円）･･④




